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役員等報酬等に関する規程 
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社会福祉法人 埼玉のぞみの園 規則 
社福望規則第２１号 平成２８年４月１日 

 
社会福祉法人埼玉のぞみの園役員等報酬等に関する規程を次のように定める 

 
社会福祉法人埼玉のぞみの園 
理事長  山  崎   勝 

 
社会福祉法人埼玉のぞみの園役員等報酬等に関する規程 

 
第１章 総 則 

（目 的） 
第１条 この規程は、社会福祉法人埼玉のぞみの園（以下｢法人｣という。）の業務に

従事する役員の報酬、退職金、交通費及び法人業務に携わったときの諸経費につい

て定めるものである。 
 
（定 義） 
第２条 この規程において役員等とは、法人の理事、監事及び評議員をいう。 
 

第２章 報 酬 等 
（報 酬） 
第３条  継続的かつ定期的に就業する役員 (以下、執行役員という。)の報酬は、個 
人の役割、職務内容、出勤状況等を総合的に勘案・評価し、執行役員報酬表に定め 
る基準額を理事会にて決定し、各人に支給する。別途賞与の支給は行わない。 

２ 前項に該当しない役員が理事及び評議員会へ出席したとき、その他法人業務に 
携わったときは、次のとおり日当を支給する。  

１日４時間以内    ５，０００円（所得税控除後の金額） 
１日４時間以上    ８，０００円（    々    ） 

３ 役員の報酬額は、理事会において、法人の業績と当該役員の役割、職務内容、 
出勤状況等を総合的に勘案・評価のうえ見直すことができる。 

 
（役員兼任手当） 
第４条 理事において、施設、事業所、本部事務局等の職を兼務する者(以下、職員 

理事という。)には、第３条第１項及び第２項は適用しない。ただし、職員給与に 
加えて役員兼任手当として次のとおり支給する。 
・正規職員 月額：代表理事 ２０，０００円 理事 ２，０００円  
・嘱託職員 月額：代表理事 本俸の２０％ 又は ６０，０００円の内、多い額 

理事 本俸の１３％ 又は３０，０００円の内、多い額 
 
（報酬の支払方法） 
第５条 報酬の支払は、次のとおりとする。 
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（１）執行役員等については、毎月１日に起算し、当月末日に締め切り、当月２５日

（当日が土・日曜日または祝日の場合はその前日）に金融機関の口座に振り込む方

法により支払う。 
（２）第３条２項の役員については、その都度現金にて支払う。 
２ 報酬の支払額は、源泉所得税額を控除した額を支払う。 
 
（退職手当金） 
第６条 役員としての退職手当金については原則支払わないが、但し、餞別として法 
人役員等慶弔見舞金により支給する。 
  

（交通費等） 
第７条 理事会等への出席、法人業務に携わったときの交通費及び諸経費は、次によ 

り支払うものとする。 
（１）第３条２項の役員については、その都度現金にて支払う。 
（２）執行役員及び職員理事については適用しない。 
（３）支払金額は次による。 
・理事会への出席  ２，０００円／１日 
・理事長が召集する委員会等への出席 ３，０００円／１日 
・法人業務に携わったときの交通費 実費又は２，０００円／１日の内、多い額 
 

第３章 出張旅費 
（出張旅費） 
第８条 出張旅費は、「社福望規則第５号 埼玉のぞみの園旅費規程」を適用する。 
   

第４章 慶弔見舞金 
（慶弔見舞金） 
第９条 役員等に対する慶弔見舞金は、下表の通りとする。    
項  目 対 象 者 金   額 摘   要 

葬祭料 法人理事・監事 
法人評議員 
上記配偶者 

５０，０００円 
３０，０００円 
１０，０００円 

他に生花１基(現職時対応) 
  々 
  々 

傷病見舞金 法人役員 
 

１０，０００円 １５日以上の入院又は１ヶ月

以上の療養 
餞別 法人役員 

（３０年以上） 
（２０年以上） 
（１０年以上） 
（１０年未満） 
（４年未満） 

 
１００，０００円 
 ７０，０００円 
 ５０，０００円 
 ３０，０００円 
 無支給 

理事・監事の役員のみ支払う 
金額は相当額の記念品とする 
職員理事期間は通算する 

その他理事長が特に必要と認めたとき（元理事葬祭料は香典３０，０００円と生花１基とする） 
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第５章 附  則 
（改 正） 
第１０条 この規程を改正または廃止する必要が生じた場合は、評議員会の決議を経

なければならない。 
 

この規程は、平成２８年４月１日より、施行する。 
この規程は、平成２９年４月１日より、施行する。 
 
                   
＜執行役員報酬表＞ 
〇理事長                〇理事                     

号俸 
（級－号給） 

支給基準額 
（月額） 

 号俸 
（級－号給） 

支給基準額 
（月額） 

２－１ ５０，０００円 １－１ １０，０００円 
２－２ １００，０００円 １－２ ２０，０００円 
２－３ ２００，０００円 １－３ ４０，０００円 
２－４ ３００，０００円 １－４ ６０，０００円 
２－５ ４００，０００円 １－５ ８０，０００円 
２－６ ５００，０００円 １－６ １００，０００円 
２－７ ６００，０００円 １－７ １２０，０００円 
２－８ ７００，０００円 １－８ １４０，０００円 

 


